
天王寺区民ギャラリー展示要綱 

 

制  定 平成25年４月１日 

直近改正 令和５年12月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、天王寺区役所庁舎内に設置する天王寺区民ギャラリー（以下「区民ギ

ャラリー」という。）での展示に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（区民ギャラリーの目的） 

第２条 区民ギャラリーは、区民の文化意識の高揚とコミュニティづくりに資するため、天

王寺区内（以下「区内」という。）でアマチュア創作活動をしているグループ・団体等に発

表の場を提供するとともに、区民が参加する文化・芸術活動にかかる成果及び市政・区政

事業にかかる成果の展示を目的とする。 

 

（管理責任者） 

第３条 区民ギャラリーの管理は、区役所庁舎の管理として企画総務課長が行う。 

 

（展示資格） 

第４条 区民ギャラリーに展示できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 区内において、アマチュア創作活動をしているグループ・団体 

(2) 区内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校 

(3) その他天王寺区長（以下「区長」という。）が適当と認めるもの 

 

（展示作品) 

第５条 展示作品は、絵画、書、手芸、写真、彫刻等の芸術作品等とする。ただし、次に掲

げる事項を全て満たすものであること。 

(1) 第２条に掲げる区民ギャラリーの目的に沿うもの 

(2) 展示ケース内に展示可能なもの 

(3) 公序良俗に反するおそれがない作品等であること 

(4)  政党・政治、宗教等の宣伝啓発並びに営業・営利を目的とする作品等でないこと 

 

（経費） 

第６条 区民ギャラリーの使用料は、無料とする。ただし、展示作品の設営及び撤去に要す

る費用については、展示許可を受けた者（以下「展示者」という。）の負担とする。 

 

（展示ケース） 

第７条 展示ケースの数量及び大きさは次のとおりとする。 

(1) Ｈ型展示ケース 計３台 

ア 外寸 幅１,８００㎜ 奥行１,２００㎜ 高さ２,７００㎜ 

イ 内寸 幅１,６００㎜ 奥行８２５㎜ 高さ１,８００mm 

(2) Ｌ型展示ケース 計４台 

   ア 外寸 幅１,５００㎜ 奥行７００㎜ 高さ１,０５０㎜ 

イ 内寸 幅１,４００㎜ 奥行５５２㎜ 高さ１９５㎜～３３０㎜ 

 

（展示申請） 

第８条 区民ギャラリーに展示を希望する者は、「天王寺区民ギャラリー展示申請書」（様式

１）を区長に提出するものとする。なお、必要に応じて、会則・会員名簿・団体のパンフ

レット等の提出を求めることがある。 



２ ただし、区長が必要と認める市政・区政事業での使用についてはこの限りではない。 

 

（展示期間） 

第９条 １グループ・団体等が展示できる期間は、原則２週間以内とし、年度ごとに区長が

別に定める。 

 

（展示許可） 

第 10条 区長は、第８条第１項の規定による申請書を受理したときは、申請内容の確認を行

い展示許可の決定を行う。 

２ 展示希望期間が重複する申請書を受理したときは、区長は展示希望期間等を変更し決定

することができる。 

３ 前項によりがたい場合は、抽選により展示の可否を決定する。 

４ 第１項から前項により許可の決定をしたグループ・団体等には「天王寺区民ギャラリー

展示許可通知書」（様式２）により、不許可の決定をしたグループ・団体等には「天王寺区

民ギャラリー展示不許可通知書」（様式３）により通知する。 

 

（展示報告） 

第 11条 展示者は、展示許可期間終了後速やかに、「天王寺区民ギャラリー展示報告書」（様

式４）を区長に提出するものとする。 

 

（展示許可の取消） 

第 12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示中であっても展示許可を取り

消すものとする。 

(1) 展示許可取消の申出があったとき 

(2) 偽りその他不正の手段により展示の許可を受けたとき 

(3) 公序良俗を害するおそれがあるとき 

(4) 建物又は付属施設を損傷するおそれがあるとき 

(5) 管理上支障があるとき 

(6) 営利的行為、政治的行為、宗教的行為の使用であると認められるとき 

(7) 暴力団員又は暴力団密接関係者と認められるとき 

(8) 暴力団員の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき 

(9) 市政・区政事業において、区民ギャラリーを使用する必要が生じたとき 

(10) その他区長が不適当と認めるとき 

２ 展示許可の取消をしようとする展示者は、「天王寺区民ギャラリー展示許可取消申出書」

（様式５）を区長に提出するものとする。 

３ 区長は、第１項の規定により許可を取り消したときは、「天王寺区民ギャラリー展示許可

取消通知書」（様式６）により展示者に通知する。 

 

（遵守事項） 

第 13条 展示者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 展示許可期間終了後は、現状復帰を行うこと。 

(2) 展示に際し出したごみ等は、持ち帰ること。 

(3) 建物、設備、付属品を損傷し、又は亡失したときは、これを現状に回復し、又はそ

の損害の賠償を行うこと。 

(4) 展示に際してのあらゆる事故等は、展示者の責任とする。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の規定は、平成 25



年３月 27日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第 10条の展示許可については、平成 25年度展示分は、平成 24年度コミュニティ育成

事業受託事業者に提出された申請書を確認し、許可の可否を区長が決定し、同条第３項

に規定する様式２又は様式３により通知する。 

 

附則 

この要綱は、平成 25年 12月１日から施行する。 

  

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和３年 12月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和５年 12月１日から施行する。 

 



 
天王寺区民ギャラリー展示申請書 

 
大阪市天王寺区長 様                       年  月  日 

                    住所（団体所在地） 

申請団体名  

                                        代表者氏名
ふりがな

 

代表者生年月日   年   月   日生    

                              電話番号  （    ）    － 

 次のとおり天王寺区民ギャラリーの展示を申請します。展示にあたっては、天王寺区民ギャラリ

ー展示要綱を守るとともに、展示中に発生した一切の責任は当方において負います。なお、申請内

容と展示内容が異なると認められる場合、展示許可を取り消されても異議ありません。 

 

記 

１．展示希望期間 第１希望：第  回     年  月  日（ ）～     年  月  日（ ） 

第２希望：第  回     年  月  日（ ）～     年  月  日（ ） 

２．展示内容 

 （１）展示予定数  約    点 

 （２）展示ケース Ｈ型  1･2 台 Ｌ型  1･2･3･4 台（必要台数に○を付けて下さい）

 （３）作品の概要 絵画  書  手芸  写真  彫刻  その他（       ） 

※展示予定作品のイメージ写真があれば添付してください。 

※グループ活動・作品紹介等を掲示される場合は、原稿を添付してください。 

３．団体等の概要（必要に応じ、会則・会員名簿・団体のパンフレット等の提出を求めます。） 

 （１）活 動 目 的                                 

（２）活 動 状 況                                 

（３）会 員 数                                 

（４）指 導 者                                 

（５）活 動 場 所                                 

４．展示責任者 

（１）住   所 〒                              

（２）氏   名                （ふりがな）           

（３）連 絡 先  電話（自宅）         （携帯）            

※展示作品の問い合わせがあった場合も連絡することがあります。 

５．確認事項（確認のチェックを□にお願いします） 

  □ 天王寺区民ギャラリー展示要綱を守ります。 

□ 暴力団又は暴力団密接関係者ではありません。 

□ 暴力団の利益になるような展示ではありません。 

    ※注意 暴力団排除のため、個人情報を警察に照会することがあります。 

また、団体の役員名簿等の提出を求めることがあります。 

※裏面もご確認ください。 

様式１（第８条関係） 



 

《展示に関する注意点》 

※１ 希望の展示期間、展示予定数、展示ケース数にならない場合があります。 

※２ 展示作品の設営及び撤収（ごみの持ち帰りを含む）等は申請者で行ってください。 

※３ 設営から撤去までの間に発生した事故等については、いかなる場合も当区では責任を負

えませんので、予めご了承ください。 

※４ 設営は展示許可期間の初日の午前９時～午後０時(正午)、撤去は展示許可期間の最終日の

午後３～５時に行ってください。 

 

６．申請にあたり、下記の条項に基づき、展示希望期間及び展示内容の変更があった場合や、抽選

の結果、展示ができない場合でも、何ら異議を申し立てずに了承します。 

 
 

 

 

 
天王寺区民ギャラリー展示要綱（抄） 

（展示許可） 

第 10 条 区長は、第８条第１項の規定による申請書を受理したときは、申請内容の確 

認を行い展示許可の決定を行う。 

２ 展示希望期間が重複する申請書を受理したときは、区長は展示希望期間等を変更し 

決定することができる。 

３ 前項によりがたい場合は、抽選により展示の可否を決定する。 

 
 



様式２（第10条関係) 
 

 年 月 日 
 
 
 

 様 
 

大 阪 市 天 王 寺 区 長  
 

 

天王寺区民ギャラリー展示許可通知書 
 

 
 先に申請のありました天王寺区民ギャラリーの展示について、次のとおり許可します。 
          
                    記 
 
１．展示許可期間    第  回   年  月  日～  年  月  日 
  
２．展示内容 
 （１）種   類   
 （２）展 示 数   
 （３）展示ケース  □Ｈ型展示ケース（ 台）□Ｌ型展示ケース（ 台） 
 
３．展示条件、その他 
 （１）設営：展示許可期間の初日の午前９時～午後０時(正午) 

撤去：展示許可期間の最終日の午後３～５時 
   (※上記時間帯で対応できない場合、下記連絡先へ事前にご連絡ください。) 

  
（２）展示ケースの鍵は、天王寺区役所市民協働課（ 階 番窓口）でお受け取りくださ

い。なお、設営及び撤去の際、本書をお示しください。 
  
（３）展示中の事故・盗難等についての責任は負いかねますので、責任をもって取り付け

等を行ってください。作品の展示、装飾、撤収等は展示者で行ってください。 
 
 （４）グループ紹介文、作品題名などの掲出物は、美観にご配慮願います。 
 
 （５）展示スペース枠を超えないように展示してください。 
 
 （６）市政・区政事業において、区民ギャラリーを使用する必要が生じたときは、展示許

可の取り消し又は変更をする場合があります。 
 
 （７）上記展示条件が守られない場合、次回からの展示をご遠慮いただくことがあります

ので、ご注意ください。 
 
       

              
 

 

 

 

 

 
【担当・連絡先】 

〒543-8501 天王寺区真法院町20-33 
天王寺区役所市民協働課（ 階 番窓口） 
電話：       FAX： 
E-Mail： 



様式３（第 10条関係） 
                                                 

  年   月   日 
               
              様 
 
 

大 阪 市 天 王 寺 区 長 
 

 
天王寺区民ギャラリー展示不許可通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のありました、天王寺区民ギャラリーの展示については、
次の理由によりご展示いただくことができませんので通知します。 
 
                    記 
 
○ 理 由 
 

ア  展示希望期間が、他のグループ・団体等と重複したことによる抽選結果 
 
 
 
  イ  天王寺区民ギャラリー展示要綱第４条または、第５条に該当しないと認められる

ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

天王寺区民ギャラリー展示要綱(抄) 

 

（展示資格） 

第４条 区民ギャラリーに展示できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

(1) 区内において、アマチュア創作活動をしているグループ・団体 

(2) 区内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校 

   (3) その他天王寺区長（以下「区長」という。）が適当と認めるもの 

 

（展示作品) 

第５条 展示作品は、絵画、書、手芸、写真、彫刻等の芸術作品等とする。ただし、次

に掲げる事項を全て満たすものであること。 

(1) 第２条に掲げる区民ギャラリーの目的に沿うもの 

(2) 展示ケース内に展示可能なもの 

(3) 公序良俗に反するおそれがない作品等であること 

(4)  政党・政治、宗教等の宣伝啓発並びに営業・営利を目的とする作品等でない

こと 

 
【担当・連絡先】 

〒543-8501 天王寺区真法院町20-33 
天王寺区役所市民協働課（ 階 番窓口） 
電話：       FAX： 
E-Mail： 



様式４（第 11条関係） 

 

   年   月   日 

 

天王寺区民ギャラリー展示報告書 

 

大阪市天王寺区長 様 

 

  次のとおり、天王寺区民ギャラリーの展示について報告します。 

 

 

展示期間       年   月   日（   ） ～    年  月   日（   ） 

団 体 名  

代表者名  

住   所  

電話番号  

展示内容      作品合計        点 

 

内 訳 

種類 

(絵画･書道等) 
絵画 書 手芸 写真 彫刻 その他（           ） 

展示数       

 

 展示ケース  Ｈ型展示ケース    台 

        Ｌ型展示ケース    台 

 

 

※ 展示作品の写真又は写真データを 必ず添付 し、ご提出をお願いいたします。 

 



             様式５（第 12条関係） 

   

年  月  日 

 

大阪市天王寺区長 様 

                  住所（団体所在地） 

申請団体名 

                                    代表者氏名                

                              電 話 番 号 （   ）    － 

 

 

天王寺区民ギャラリー展示許可取消申出書 

 

次のとおり、天王寺区民ギャラリー展示許可の取消を申し出ます。 

 

 

記 

 

１ 展示許可期間 ：     年  月  日～    年  月  日 

 

２ 取消の理由  ：  



様式６（第 12条関係） 

 

  年  月  日  

 

    様 

 

大 阪 市 天 王 寺 区 長  

 

 

天王寺区民ギャラリー展示許可取消通知書 

 

天王寺区民ギャラリーの展示について、次の理由により許可を取り消したので通知

します。 

 

記 

 

１ 団体名   

 

２ 許可日      年  月  日 

 

３ 取消日      年  月  日 

 

４ 取消とした理由 

 

 

 
【担当・連絡先】 

〒543-8501 天王寺区真法院町20-33 
天王寺区役所市民協働課（ 階 番窓口） 
電話：       FAX： 
E-Mail： 


